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【研究の目的】 
衆議院、参議院の定数不均衡問題をはじめとして、選挙制度のあり方がさまざまに議論されている。し

かし、そこには国民の政治参加や選挙権のありかたに根ざした考察が欠けているように思う。この共同
研究グループでは、選挙制度と選挙権をめぐる諸問題を国民の政治参加の観点から比較憲法的に考察す
ることにより、この問題に一石を投じたいと考えている。 
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